
保護者の皆様へ                                                令和２年４月２日 

丹波篠山市立城北畑小学校 

校長 藤 本  健 

学校感染症による出席停止について 

学校では児童の健康管理上、一覧表にあげております学校感染症にかかった場合、出席停止となり登校

できません。学校感染症と診断された場合には学校に連絡をしてください。その後は医師の指示にしたがい、

登校の許可が出ましたら、医師に所定の用紙『登校許可書(治癒証明書）』に記入してもらって、登校の際、

ご提出ください。※『登校許可書（治癒証明書）』は学校に置いています。保護者からご連絡をいただきまし

たら、お渡しします。 

インフルエンザの場合は、市内の医療機関を受診された場合は原則「り患証明書」が発行されますので、

登校する際には「り患証明書」を学校へご提出ください。市外で受診されるなど、初診の際に「り患証明書」

が出されなかった場合には、受診された医療機関で発症日を確認いただき、「インフルエンザ用登校届」を

保護者がご記入のうえ学校へ提出いただくようお願いいたします。 ※次ページ参照 

＊その他の感染症…ヘルパンギーナ、溶連菌感染症、マイコプラズマ、伝染性紅斑（りんご病）、手足口病、 

伝染性膿痂疹（とびひ）、流行性嘔吐下痢症、感染性胃腸炎（ノロウイルス） 

 
病      名 期       間 

第一種 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血

熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マール

ブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジ

フテリア、重症急性呼吸器症候群（病

原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳ

コロナウイルスであるものに限る。）中

東呼吸器症候群（病原体がベータコ

ロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルス

であるものに限る。）及び特定鳥インフ

ルエンザ、新型コロナウイルス感染症 

治癒するまで 

第二種 

インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ

を除く。） 

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日

を経過するまで 

百 日 咳 
特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な

抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 

麻 し ん（はしか） 解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した

後５日を経過し、かつ、全身状態が良好になる

まで 

風 し ん（三日ばしか） 発しんが消失するまで 

水   痘（水ぼうそう） すべての発しんが痂皮化するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで 

結   核 症状により学校医等において感染のおそれがな

いと認めるまで 髄膜炎菌性髄膜炎 

第三種 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸

菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行

性角結膜炎、急性出血性結膜炎 

＊その他の感染症 

症状により学校医等において感染のおそれがな

いと認めるまで 



 

インフルエンザにおける出席停止について 

インフルエンザにかかられましたら、まずは学校へご連絡ください。また、治癒後に登校する際には市内の

医療機関で発行される「り患証明書」を学校に提出してください。 

 

※「り患証明書」が発行されない場合は、受診された医療機関で発症日を確認いただき、下段の基準を

参考に必要事項を保護者がご記入のうえ「インフルエンザ用登校届」を学校に提出してください。 

※「インフルエンザ用登校届」については、コピーしてご使用ください。また、学校にも置いています。 

キリトリセン 

 

～インフルエンザにおける出席停止期間の基準～ 

学校保健安全法 施行規則第１９条では出席停止の期間の基準は、「発症した後５日を経過し、かつ、解

熱した後２日（幼児にあっては３日）を経過するまで」となっています。（発症日は含みません）※幼児とは小

学校入学前の園児のことです。 

ご自宅で出席停止期間の基準をご確認のうえ登校してください。 

【例】 

 

 

 

丹波篠山市立城北畑小学校長 様   

                                                   年   番  名前               

 

病名 ｢インフルエンザ   型｣と診断されましたが、病状が回復し医療機関と出席停止期間後の登校日を確認しま

したので、令和   年  月  日より登校いたします。 

 

※発症日 令和   年   月   日 

 

医療機関名 ｢               ｣ 

 保護者名                 印  

 

※丹波篠山市内の医療機関で受診された場合は、発行されている「インフルエンザり患証明書」を提出してください。

※「インフルエンザり患証明書」をもらわれていない方は、受診された医療機関で発症日を確認いただき、下記の基準 

を参考にして登校可能日等をご記入のうえ提出してください。 

日 付 
/ / / / / / / 

０日 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 

小学生 

中学生 
発症日 

－ － 解熱 
熱なし 

１日目 

熱なし 

２日目 
登校可能 

園 児 － 解熱 
熱なし 

１日目 

熱なし 

２日目 

熱なし 

３日目 
登校可能 

イ ン フ ル エ ン ザ 用 登 校 届 


